
砺波市新庁舎整備基本計画（案）

令和７年６月





１　基本計画策定の趣旨

(1) 新庁舎整備基本計画の策定目的 1

３　新庁舎に備える機能

４　新庁舎に求める機能

(1) 災害対応時の業務継続機能 6

(2) 災害対応時の庁舎転換機能 9

(3) 耐震安全性の確保 11

(1) 周辺環境への配慮 14

(2) ユニバーサルデザインへの対応 15

(3) アプローチへの配慮 16

(5) 敷地計画による対策 13

(4) 構造方式の検討 12

２　新庁舎整備の基本事項

(1) 新庁舎整備の基本理念・基本方針 5

(2) 新庁舎の整備場所 5

目 次

５　新庁舎に導入する機能

(4) 動線計画への配慮 17

(5) ＺＥＢ化の検討 18

(1) 窓口・相談機能 19

(2) 将来を見据えた執務機能 22

(3) 多用途活用スペース 27

(4) 議会機能 28

(5) 防犯・セキュリティ機能 31



（2）庁舎の活用 43

（3）環境への取組みモデル 44

８ 新庁舎整備の事業手法及び事業費

７　『となみ』の魅力を育む新庁舎整備

(1) 事業手法 45

９ 今後の進め方

（1）今後の進め方 47

(6) 柔軟性と可変性の確保 39

(5) エネルギー消費量の低減 37

(4) 建築物の長寿命化 36

(3) 階構成 36

(2) 平面構成 35

(1) 規模の算定 32

（1）配置計画 40

(3) 概算事業費及び財源計画 46

(2) 事業スケジュールの概要 46

６　新庁舎の規模とコストの検討



（１）新庁舎整備基本計画の策定目的

基本計画策定の趣旨１

　基本構想は、現状の課題及び新庁舎における対応策を整理し、基本理念と３つの基本方針をま

とめました。

　その後の基本計画においては、各基本方針に基づき掲げられた項目について、具体的な実現に

向けた検討を行います。この過程で、課題の整理や経済性の検討など、様々な観点からの選択が

求められますが、基本計画の重要な役割であり、事業推進の第一段階となります。

　今後進められる基本設計においては、この基本計画の内容の方向性が、極めて重要な判断要素

となります。

ア これまでの検討状況

　本市においては、小・中学校の耐震化、幼稚園・保育所の認定こども園化、新体育センター及

び新図書館の建設など、市民サービスに直結した施設整備を優先してきました。しかし、近年の

災害事例を鑑みたとき、災害対応の活動拠点となる庁舎では耐震性や浸水対策等を備えておく必

要があることから、令和２年度には「砺波市庁舎整備庁内研究会」を発足したほか、市議会にお

いても「公共施設対策特別委員会」が設置され、調査・研究等が行われてきました。

　令和３年度には「砺波市庁舎整備検討委員会」を設置し、関係団体の代表者、公募による市民

及び学識経験者により将来を見据えた検討が重ねられ、「砺波市庁舎整備の検討に関する報告書」

が市長へ提出されました。この報告書では、整備方針として「新庁舎建設」、位置として「現在

地とともに別敷地も検討」すること、機能として「（１）災害対策拠点、（２）柔軟で機能的・効

率的な庁舎、（３）やさしく、市民に開かれた庁舎、（４）環境に配慮した庁舎」にまとめられました。

　令和４年度には、庁内研究会を改めて設置し、課題や基本理念等を報告書としてまとめ、令和

５年度には、検討委員会の構成メンバーであった各種団体と意見交換を行いました。また、市民

アンケートや民間事業者へのサウンディング（対話）型市場調査を行い、建設地等に関して検討

を進めました。

　令和６年度には、市議会において「新庁舎検討特別委員会」が設置されるとともに、市では新

たに「砺波市新庁舎整備検討委員会」及び「砺波市新庁舎庁内研究会」を設けて、新庁舎整備に

関する検討を進め、「砺波市新庁舎整備基本構想（案）」が市長に提出され、基本構想を策定しま

した。また、職員アンケートや民間事業者へのサウンディング型市場調査を実施し、基本理念や

基本方針、建設地等の新庁舎整備について検討しました。

　令和７年度には、新庁舎における新しい働き方を検討するため、財政課においてパイロットオ

フィス（試験的な新しい働き方の導入）を実施しました。また、前年度に引き続き、市議会の「新

庁舎検討特別委員会」が設置されたほか、「砺波市新庁舎整備検討委員会」及び「砺波市新庁舎

庁内研究会」において、新庁舎整備に関する検討を進め提言書として市長に提出し、砺波市新庁

舎整備基本計画を策定しました。（仮）
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年度 日付 事項 備考

R4 1月 「砺波市庁舎整備の検討に関する報告書」

R3

R2

R4

6月11日 第１回 砺波市庁舎整備検討委員会

7月7日 第２回 砺波市庁舎整備検討委員会ー射水市庁舎視察

8月4日 第３回 砺波市庁舎整備検討委員会ー黒部市庁舎視察

8月23日 第４回 砺波市庁舎整備検討委員会

11月17日 第５回 砺波市庁舎整備検討委員会

R6

5月30日 第１回 砺波市新庁舎整備検討委員会 

5月30日 第１回 砺波市新庁舎整備庁内研究会

7月3日 第２回 砺波市新庁舎整備検討委員会 

8月20日 第２回 砺波市新庁舎整備庁内研究会

8月21日 第３回 砺波市新庁舎整備検討委員会 

9月17日 第３回 砺波市新庁舎整備庁内研究会

10月10日 第４回 砺波市新庁舎整備検討委員会

5月19日 第１回 砺波市庁舎整備庁内研究会

10月27日 第２回 砺波市庁舎整備庁内研究会

12月21日 第３回 砺波市庁舎整備庁内研究会

R5 2月 「砺波市庁舎整備に関する報告書」

3月28日 報告・意見交換会ー庄川町商工会

R3 1月
砺波市庁舎整備庁内研究会
「庁舎整備に関する研究結果報告書」 ・本庁舎の一部又は全部を解体し、現位置で建設

・新庁舎建設の候補地３案提示

・新庁舎建設の最有力候補地の決定

・砺波市新庁舎整備基本構想（素案）提示

・砺波市新庁舎整備基本構想（案）の承認

11月 砺波市新庁舎整備 基本構想 パブリックコメント

4月11日 報告・意見交換会ー砺波市女性団体連絡協議会
・健康センター統合の意味

・建設費による市民負担

・整備費について

・福祉部門の機能整理

・福祉部門の集約化

・庁舎跡地の活用

・防災に特化してほしい

・耐震性不足を懸念

・建設費の高騰

・基金と借入金のバランス

・現在地建設は費用がかかる

6月14日 報告・意見交換会ー砺波市男女共同参画推進員連絡会

6月20日 報告・意見交換会ー砺波市児童クラブ連合会

6月23日 報告・意見交換会ー砺波市社会福祉協議会

6月29日 報告・意見交換会ー砺波市民生委員児童委員協議会

7月26日 報告・意見交換会ーとなみ青年会議所

8月4日 報告・意見交換会ー砺波市老人クラブ連合会

8月9日 報告・意見交換会ー砺波市地区自治振興会協議会

8月18日 報告・意見交換会ー砺波市観光協会

8月21日 報告・意見交換会ー砺波市PTA連絡協議会

11月21日 報告・意見交換会ー砺波商工会議所

R5

R6 2月
砺波市庁舎整備事業に関する
サウンディング型市場調査

・整備は新庁舎建設とすること
（１）災害対策拠点として機能する庁舎
（２）柔軟で機能的・効率的な庁舎
（３）やさしく、市民に開かれた庁舎
（４）環境に配慮した庁舎

基本理念 　「市民の安全を守り、環境と人にやさしく、
　　　　　　機能的でコンパクトな庁舎」
基本方針 １　市民の安全・安心を第一に、災害時にも
　　　　　　 業務継続可能な庁舎
基本方針 ２　環境に配慮し、人にやさしい庁舎　
基本方針 ３　経済性を考慮し機能的でコンパクトな庁舎

調査結果
・コスト高となるため、別敷地の方が良い
・現敷地での建設では仮設コストが大きくなる
・現就業者数から売店機能等の設置は難しい
・能登半島地震を受けＲＣ造が良いが、コストは高い
・ＺＥＢ導入は、コスト比較の上、グレード選定の提案

12月

(R6 3月)
砺波市庁舎整備に関する市民アンケート

集計結果
・災害対応時の防災拠点
・駐車場がせまい
・位置について、
　　こだわらない（３８.９％）
　　現在の場所以外（３４.２％）
　　現在の場所（２６.８％）

これまでの経過
１　基本計画策定の趣旨
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年度 日付 事項 備考

R6

R7

11月29日 新庁舎整備に関するアンケート調査 実施

12月20日 職員研修「これからの砺波市庁舎」

3月26日 第５回 砺波市新庁舎整備検討委員会

R7 1月14日 職員ワークショップ「これからの働き方を考える」

6月26日 第６回 砺波市新庁舎整備検討委員会 

7月〜 財政課パイロットオフィス

9月18日 第７回 砺波市新庁舎整備検討委員会 

11月 砺波市新庁舎整備 基本計画 パブリックコメント

12月 「砺波市新庁舎整備基本計画」

10月22日 第８回 砺波市新庁舎整備検討委員会 

11月 「砺波市新庁舎整備基本構想」
新庁舎建設地を
「富山県花総合センター」敷地に決定

・これまでの検討状況及び基本計画骨子（案）提示

・砺波市新庁舎整備基本計画（素案）提示

・砺波市新庁舎整備基本計画（案）提示

2月
砺波市庁舎整備事業に関する
サウンディング型市場調査

5月30日 第４回 砺波市新庁舎整備庁内研究会

8月19日 第５回 砺波市新庁舎整備庁内研究会

１　基本計画策定の趣旨
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イ 基本計画の位置付け

基本計画の位置付けと新庁舎整備へ向けた基本的な流れ

　基本計画は、基本構想を具体化する基本的な計画であり、新庁舎に整備する機能、施設の規模、

概算事業費等の具体的な条件について、慎重に検討したうえで、適切な方針を定めます。

　このほか、段階的に計画を進めるため、基本設計に向けた検討として課題の明確化を図ります。

・市民とともに、新庁舎整備に向けた「基本理念と基本方針」及び「候補地」
を検討します。

基本理念・基本方針
整備場所
〜Ｒ５年度

・新庁舎整備の指針となる基本的な考えをまとめます。
・基本理念と基本方針を踏まえ、基本的な機能や規模を検討し、建設場所を
示すとともに、事業費及び事業手法を整理します。

基本構想
〜Ｒ６年度

・設計を進めるため、基本構想を具体化する基本的な計画を決定します。
・ 新庁舎の具体的な条件（導入機能、規模、事業費、事業手法等）を決定します。

基本計画
〜Ｒ７年度

・基本計画を詳細検討し、実施設計・工事へ進める作業段階へ入ります。基本設計

・基本設計に基づいて、デザイン・技術の両面で詳細な設計を進め、工事の
実施に必要な実施設計図を作成します。

実施設計

・実施設計に基づき、新庁舎を整備します。新庁舎整備

１　基本計画策定の趣旨
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（１）新庁舎整備の基本理念・基本方針

新庁舎整備の基本事項２

　庁舎は災害対応や市民サービスの拠点であり、ＤＸの推進や環境負荷の低減を図りながら、持

続可能なまちづくりを目指して、次のとおり基本理念を定めました。

　様々な要件について検討のうえ総合的に判断し、新庁舎の整備場所は令和８年度末に廃止予定

の「富山県花総合センター敷地」とします。

　基本理念に基づき、次の３つの基本方針を定めました。

（２）新庁舎の整備場所

基本理念

「市民の安全を守り、環境と人にやさしく、機能的でコンパクトな庁舎」

基本方針１

市民の安全・安心を第一に

災害時にも業務継続可能な庁舎

基本方針２

環境に配慮し

人にやさしい庁舎

基本方針３

経済性を考慮し

機能的でコンパクトな庁舎

中村グラウンド

フラワーロード

シルバーワークプラザ

高道体育館

高道グラウンド

砺波駅
砺波市立砺波図書館

国
道
１
５
６
号

国
道
１
５
６
号

国道３５９号国道３５９号

チューリップ公園エリア

砺波チューリップ公園

砺波市美術館

砺波市社会福祉会館

チューリップ四季彩館

砺波市文化会館となみ野の郷

砺波市観光協会

新庁舎整備場所新庁舎整備場所
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新庁舎に備える機能３

（１）災害対応時の業務継続機能

◇災害対応時のエネルギー対応

　甚大な災害によるライフラインの断絶時にも、直ちに災害対策拠点として業務を開始し、最

低７２時間の業務継続をするため、次の項目について体制を整えます。

　基本構想で整理してきた課題や対応を踏まえ、災害対応時にも迅速な対応ができるよう、新

庁舎に備える機能を整理します。

災害対応時業務継続のための主な電力供給先

　● 照明（従来照明の１/３～１/２程度）

　● 通信・情報設備（対応業務に関わる範囲）

　● 空調（災害対応に関わる最小範囲）

[ 他自治体の例 ]

　現時点の建設費用や設備価格、将来的な更新費用を考慮し、照明、通信・情報設備への電源

供給は非常用発電機によることとします。空調設備への対応はＺＥＢ断熱性能強化型により負

荷の低減を図り、夏季の冷房は太陽光発電、冬季の暖房は太陽光発電のほか従来型個別暖房設

備により補完するとともに、蓄電池の導入を検討します。

◇蓄電池＋太陽光パネル（高山村） ◇太陽光パネル＋蓄電池＋電気自動車＋Ｖ２Ｂ （東久留米市）

◇非常用発電機（飯山市） ◇太陽光発電（開成町）

災害対応時の照明、コン

セント、空調等のエネル

ギーを非常用発電機によ

り確保する。

平常時は太陽光発電によ

り、ピークカット等電力

需給バランスの最適化。

災害対応時は蓄電池によ

り、７２時間の電力供給

を実現する。

平常時は太陽光発電によ

り、ピークカット等電力需

給バランスの最適化。災害

対応時は太陽光発電を主電

源とし、二次電池設備で調

整することで、７２時間の

電力供給を実現する。

平常時は夏の冷房等の電力を

削減し、災害対応時は電力の

継続利用を可能にする。

基本方針１
市民の安全・安心を第一に
災害時にも業務継続可能な庁舎

※Ｖ２Ｂ：Vehicle to Building の略。EV のバッテリーから建物へ電力を供給したり、逆に建物から EV への充電を

可能にする仕組み。
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　新庁舎の平常時の給水系統は、省エネルギー・衛生面・機能面を考慮し、直圧直結給水方式

を予定しているため、災害対応時の飲料水、生活用水の確保は以下のように整理します。

　豪雨による浸水への備えとして、庁舎周辺の地盤嵩上げやサーバー室等の重要設備を上層階

へ配置するとともに、情報通信網の多重化を図ります。また、執務用ネットワークや電話設備

についてはクラウド化を検討します。

◇災害対応時の通信対応

◇災害対応時の水の確保

飲料水

生活用水

（飲用等）

（手洗い等）

ペットボトル備蓄

災害対応時（断水時）

井戸

ペットボトル：200 人・3日分

備考

上水道

平常時

上水道

通信の種類 執務用ネットワーク
防災・危機管理 専用通信

クラウド化の検討
電話設備 クラウド化の検討

自治体の情報通信ネットワーク・サービスのイメージ

出典：総務省「災害に強い情報通信ネットワーク導入ガイドライン第２版（2018年）」

３　新庁舎に備える機能
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　災害直後から業務を継続するため、初期対応は既設トイレや備蓄による携帯トイレ（便袋）

を使用します。それ以降、受援等により想定人員を超える対応が必要な場合は、順次マンホー

ルトイレ等の設置対応を行います。

既設トイレ

•発災直後は、下水道等の被害

状況が確認されるまでは、水

洗での利用を禁止し、既存の

洋式便器に便袋をつけて使用
する。

•使用するたびに便袋を処分す

る必要がある。

種類 概要・特徴

マンホールトイレ •下水道のマンホール上に、便

器や仕切り施設等を設置する

もの。

•本管直結型及び流下型は、下

流側の下水道管や処理場が被

災していない場合に使用する

ことが原則である。

•貯留機能を有したものは、放

流先の下水道施設が被災して

いても汚物を一定量貯留する

ことができる。

•バリアフリータイプも設置で

きる。

種類 概要・特徴

仮設トイレ (組立式 )

•洋式便器に便袋をつけて使用
する。

•排水先が確保できれば、マン

ホールへ直結して流下させる

こともできる。

• 手すりが付いているものや便

座の高さを調節できる等のバ

リアフリータイプがある。

便袋（携帯トイレ）

•吸水シートや凝固剤で水分を

安定化させる。

•使用するたびに便袋を処分す

る必要がある。

•消臭剤がセットになっている

ものや、臭気や水分の漏れを

更に防ぐための外袋がセット

になっているものもある。

仮設トイレ(プレハブ)

•便槽に貯留する方式と、マン

ホールへ直結して流下させる

方式がある。

•階段付きのものが多い一方
で、車イスで利用できるバリ

アフリータイプもある。

簡易トイレ

•簡単な便器付きの仮設トイレ

セットで、段ボールの組立て

式便器に便袋をつけて使用す

る。吸水シートや凝固剤で処

理する。

•使用するたびに便袋を処分す

る必要がある。

•持ち運びが簡単。

設置費用
職員 200 人・3日間

条件

迅速性

快適性

耐久性

長期利用可否

上下水遮断時の
利用可否

既設トイレ

◎ ◎

◎

◎

◎

△

便袋
（携帯トイレ）

△

×

×

◎

簡易トイレ

○

△

×

×

◎

-
3000 回分

約 50 万円
3000 回分

約 130 万円

マンホールトイレ

○

○

◎

◎

△

必要数 4 基

約 60 万円 ※レンタルの場合
4基 3日間で約 24 万円

仮設トイレ
組立式

△

△

◎

◎

◎

仮設トイレ
プレハブ

×

○

◎

◎

◎

必要数 4 基

約 60 万円

必要数 4 基

約 320 万円

迅速性

早

遅

３　新庁舎に備える機能

◇災害対応時の汚水の対応
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　災害対応時には意思決定機関である災害対策本部（部長職以上の対策組織）を直ちに設置し、

業務継続や受援体制を整え、活動が円滑に行える諸室の整備を行います。

　そのため、フェーズフリー の考え方を取り入れ、状況に応じて柔軟に対応できる庁舎としま

す。

◇災害対応時に共用できる多機能スペース

◇災害対策本部の設置

● 諸室を目的により転換利用することで、コンパクトな計画とします。

● 緊急物資の拠点として、備蓄品を確保できるように、平常時のスペースを転換します。

● 平常時の労務作業後に使用するシャワー室を、災害対応時に利用します。

● 大会議室は、平常時は大会議室等として使用しますが、速やかに災害対策本部を設置できる

よう大型モニターやマイク、机・椅子、複数の通信回線等の必要な設備を備えます。

● そのほかの会議室等については、移動式間仕切壁により、利用目的に応じて柔軟な空間構成

が可能となるよう整備します。

● 災害対応時に国、富山県、警察署、消防署、自衛隊等外部からの職員の受入れ体制の構築と

災害対応要員が集中的に活動できるようにスペースを確保します。

● 災害応急活動従事者用の備蓄食糧や簡易トイレを保管するため、防災備蓄品等の保管スペー

スを確保します。

● 各関係機関からの情報収集や各対策班との連絡が可能となる通信手段として防災無線、ＬＡＮ、

通信回線等を整備します。

災害対策本部としても使える会議室のイメージ（左：甲賀市、右：豊島区）

(２) 災害対応時の庁舎転換機能

※フェーズフリー： 身のまわりにあるモノやサービスを、平常時はもちろん、災害対応時にも役立つようにデザイン

する考え方。

３　新庁舎に備える機能
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災

害

対

応

時

平

常

時

倉庫

倉庫

倉庫

大会議室

約 200 ㎡

約 75 ㎡ 約 75 ㎡

執務室

更衣室

多用途活用スペース
（確定申告、投票所等）

会議室 会議室

市長室等

連携しやすい
位置関係 連携しやすい

位置関係

災害対策本部

受援体制スペース

市長室等

倉庫

倉庫

倉庫

リエゾン・関係機関
応援チーム（3〜4 室）

時系列に変わる業務に対応

ＢＣＰ又は
受援体制スペース

市民一時避難
スペース

罹災証明等対応

備蓄スペース

備蓄スペース救護室

車庫・書庫とともに別棟に整備

大型モニターやマイク、机・椅子、
複数の通信回線等の整備

防災備蓄品や
従事者用の備
蓄食糧、簡易
トイレ等保管

庁舎内の災害対応の考え方

　災害対応を想定した専用室を設けることは、整備事業費を増大させるだけでなく、砺波市公

共施設再編計画の方針とも乖離するため、災害対応時には平常時の諸室を速やかに転換し、職

員によるＢＣＰ 対応や受援体制の構築を進めます。

◇執務室における業務継続

※BCP：Business Continuity Plan の略称。自然災害や事故などの緊急事態が発生した際に、事業の中断を最小限

に抑え、早期に復旧させるための計画のこと。

３　新庁舎に備える機能
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　大規模災害発生時において、地域防災拠点として市民が安全に利用できる基本的な機能や設

備を維持するため、耐震性能の高い安全な庁舎とします。

　新庁舎の耐震安全性の基準については、国土交通省による「官庁施設の総合耐震計画基準」

に準じ、災害応急対策活動に必要な官庁施設として備えるべき耐震安全性を確保します。

※1　建築非構造部材：天井材、照明器具、窓ガラス窓枠、外壁仕上げ材、外壁取付物、屋上設置物、内壁（内装材）、

　　 収納棚等。

※2　建築設備：配管、ダクト、ケーブルラック、キュービクル、発電機、ボイラー等。

● 通常の耐震基準では、震度６強の地震に対して倒壊しないような強度が求められています。

● 新庁舎は防災対策の拠点となる施設であることから、構造体「Ⅰ類」 、建築非構造部材「Ａ類」、

建築設備「甲類」に相当する性能を有する方針とし、十分な耐震安全性を確保します。

● 新庁舎は、構造体「Ⅰ類」の設定とするため、重要度係数に基づき、通常の耐震基準の１ .５

倍の構造強度設計を行います。

A類

甲類

部位

耐震安全性基準（官庁施設の総合耐震計画基準）出典：国土交通省

分類

I類

II 類

III 類

B 類

乙類

耐震安全性の目標

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、

人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。（重要度係数は１.5）

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目

標とし、人命の安全確保加えて十分な機能確保が図られている。（重要度係数は

１.25）

構造体

建築非構造部材

※1

建築設備

※2

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は

著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。（重要度係数は

1.0）

大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、または危険

物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないこ

とを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。

大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安

全確保と二次災害の防止が図られている。

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大

きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。

(３) 耐震安全性の確保

３　新庁舎に備える機能
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免震構造

　庁舎棟については、巨大地震発生時に地域防災拠点として業務を継続できるよう、構造方式

については免震構造とします。

(４) 構造方式の検討

耐震構造制震構造

構成

建物下部の免震装置で揺れを減らし、

地震エネルギーを吸収

建物各部に設けたダンパーにより

地震エネルギーを吸収

柱梁フレームや耐震壁等で地震力に抵

抗し、塑性化によりエネルギーを吸収

長所

短所

躯体の状態

機能維持性

外壁の
安全性

家具の
安定性

建設コスト

メンテナンス

•地震による応答加速度を大

幅に低減 

•層間変形角が極めて小さい

•地震時の上部構造はほぼ弾

性に留まる

•建物周囲に 40〜50cm のクリ

アランスを設け、エキスパ

ンションジョイントが必要

•地震による応答加速度をあ

る程度は低減できる

•層間変形角が極めて小さい

•構造材へのダンパーの配置

が建築計画に影響を与える

•特殊な技術を使用しない

•フレームだけの構造では部材

が大きくなる

•壁やブレースを用いる場合に

は建築計画に影響を与える

ほぼ弾性状態

RC造、ブレースや
CFT 柱を用いた鉄骨造

鉄骨ラーメン造 RC造、鉄骨造

十分に確保される

B
C
P

ほぼ弾性状態

ほぼ確保される

構造体の一部は塑性化(損傷)
する

脱落防止措置を取っていても
一部は損傷する

転倒の危険は極めて少ない 転倒の危険は少ない 転倒の危険性が大きい

高く地震後も継続使用が可能
高く地震後も多少の補修によ
り継続使用が可能

大規模な地震後の継続使用は
困難

延床面積当たり３〜４万円増加 延床面積当たり１〜２万円増加 基本となる工事費

２回目まで５年ごと、以降１０
年ごとに調査
1回あたり５０〜６０万円

不要 不要

大地震後の
修復コスト

ほとんどゼロ 建設コストの 1〜5% 建設コストの 3〜10%

適した上部構造

コ
ス
ト

構造方式の比較検討

(
事
業
継
続
性
)

３　新庁舎に備える機能
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　浸水リスクを低減するため、建物周囲は近接道路より１ .２ｍ程度の地盤嵩上げを行い、浸水

災害直後から迅速に復旧対応を進めます。

　また、敷地内の雨水貯留機能や遊水機能を確保するため、調整池等を整備します。

(５) 敷地計画による対策

敷地計画の考え方

調整池位置
（想定）

嵩上げ範囲

既存駐車場の活用 駐車場整備

３　新庁舎に備える機能

13



用途・諸室等施設

砺波チューリップ公園 郷土資料館、旧中嶋家住宅

砺波市文化会館 多目的施設（大ホール、多目的ホール）

チューリップ四季彩館 通年チューリップ展示、併設カフェ

展示室、市民ギャラリー、市民アトリエ、展望プロムナード、テラス砺波市美術館

砺波市立砺波図書館

高道体育館・グラウンド

シルバーワークプラザ 高齢者向けの交流・趣味活動施設

周辺施設の用途・諸室等

砺波チューリップ公園

砺波市美術館 砺波市文化会館

チューリップ四季彩館

新庁舎に求める機能４
基本方針２
環境に配慮し人にやさしい庁舎

　庁舎建設後、７０〜８０年間以上、機能し続けるために、時代に応じて変化可能な庁舎づく

りを行います。

（１）周辺環境への配慮

　新庁舎では、シンボリックな意匠を追求せず、周辺環境等と調和した親しみのあるデザイン

を検討します。また、新庁舎建設場所は、砺波チューリップ公園やチューリップ四季彩館など、

多くの施設と近接していることから、「庄川と散居が織りなす花と緑のまち」砺波にふさわしい

庁舎づくりを行います。
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　高齢者や障がい者をはじめ、来庁者や職員の誰もが安全で快適に利用できる庁舎とするため、

ユニバーサルデザイン を導入します。

◇快適な移動空間

● 庁舎内通路は、複雑な移動とならないようにわかりやすく連続性のある移動経路とします。

● 庁舎内の廊下は、車椅子やベビーカー利用者に配慮し、段差解消やゆとりがある幅、転回が

できるスペースを設けます。また、上下階への移動が容易となるように、エレベーターや階

段は、主要な出入口からわかりやすい配置とします。

◇多様な利用者への配慮

● 子供連れの来庁者のために、授乳室やベビーベッド、キッズスペース等を設置します。

● 各階の適切な位置に衛生的で清潔感のあるトイレを配置します。

● 多目的トイレには、オストメイトや車椅子対応の設備を併設するとともに、子育て世代や高

齢者等の様々な来庁者に対応するため、チャイルドチェアや手すりを設置します。

● 利用者の利便性を促進するため、庁舎敷地内への市営バスの乗り入れについて検討します。

多目的トイレのイメージ（愛西市） キッズスペースのイメージ（深川市）

外部通路のイメージ（左：芽室町、右：砺波市立砺波図書館）

年齢、性別の違い、障がいの

有無によらず、誰にとっても

わかりやすく、使いやすい設

計のこと。

※ユニバーサルデザイン：

(２) ユニバーサルデザインへの対応

バリアフリー

ユニバーサルデザイン

４　新庁舎に求める機能
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優先駐車場のイメージ（郡山市）車寄せのイメージ（深川市）

　来庁者用駐車場は、出入口付近に必要想定数を配置するとともに、歩車分離による安全を確保

しながら、高齢者や障がい者、子育て世代に対して優先駐車場を整備します。

　また、雨天等への対応として、庇やアーケードを配置するとともに、消雪装置の設置を進めます。

◇駐車台数の確保と多様な利用

　来庁者用・公用車用など用途別に敷地内へ配置します。

現状の駐車可能台数（台）

現庁舎敷地
職員駐車場

(市有地・借地利用)

健康センター

(職員・来庁者等)

203

503

270 30

ユニバーサル 一般来客 その他 公用車

5 108 19 71

　また、新庁舎における公用車の運用にあたっては、集中管理方式を採用し、効率的な運用と

適正な車両数の確保を図ります。また、電気自動車の活用推進も検討します。

(３) アプローチへの配慮

４　新庁舎に求める機能
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　平面計画をシンプルな配置とするとともに、カラーユニバーサルデザイン を取り入れ、わ

かりやすい案内サインを導入します。

　段階的な案内表示や手続き内容を表示し、初めて訪れた来庁者等にも分かりやすい庁舎と

します。

　窓口における手続きは、今後も変化し続けることが予想されますが、サイン案内は変更し

やすい形式とします。また、市民が訪れるエリアを集約し、移動動線を単純化しながら、総

合案内について検討します。

◇わかりやすさへの配慮

わかりやすい窓口のイメージ (左：深川市、右：鳴門市 )

※カラーユニバーサルデザイン： 色覚の多様性を考慮して、情報が正しく伝わるようにデザインすること。

　これからの社会的な変化に対し、柔軟に対応可能な整備を行います。

ＭＡＰ

１ 、
○○課

２ 、
○○課

サイン計画の考え方

案内サイン

全体像と位置の把握 矢印で方向を把握 窓口名・内容で理解

誘導サイン 名称サイン

(４) 動線計画への配慮

４　新庁舎に求める機能
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　自然エネルギーを積極的に活用し様々な省エネルギー技術を導入することで、快適な室内環境

を実現しながら、建物で消費するエネルギー量を削減する環境にやさしい庁舎として、費用対効

果を考慮しＺＥＢ  化を検討します。

※ZEB：Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称。快適な室内環境を実現しながら、建

物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。

出典：環境省「ＺＥＢ ＰＯＲＴＡＬ ( ゼブ・ポータル )」

ＺＥＢの定義

(５)ＺＥＢ化の検討

４　新庁舎に求める機能
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　市民の利便性向上の観点から、近年、様々な自治体でワンフロアサービスやワンストップサー

ビスの導入が進められています。

　それぞれの特徴を踏まえ、新庁舎においては、ワンストップサービスの導入を進めます。

◇利用しやすい窓口サービス

窓口ＤＸによるワンストップサービスの一例

ワンフロアサービス ワンストップサービス

レイアウト

イメージ

特徴

市
民

窓
口

Ａ課

窓
口

Ｂ課

窓
口

Ｃ課

市
民

Ａ課

窓
口

Ｂ課

Ｃ課

利用者がそれぞれの窓口で手続きを行う方式で

あり、手続きの内容に応じて窓口は分かれてお

り、市民が移動する必要があります。

手続きごとに担当課の職員がそれぞれ窓口へ移

動する方式であり、利用者は一つの窓口で全て

の手続きを行うことができます。

◇窓口ＤＸ

　デジタルの力を活用したＢＰＲ 等の窓口ＤＸを図ることにより、市民の手間や時間の削減、

サービスの平準化を図り職員の事務負担を軽減します。また、窓口ＤＸの利用に不慣れな方々

にも配慮します。

※BPR： Business Process Re-engineering の略称。企業が目標達成のために、既存の業務フロー、組織構造、情

報システム等を根本から見直し、再構築するプロセスのこと。

※SaaS： Software as a Service の略称。サービス提供事業者のサーバー上で動作するソフトウェアを、インター

ネット等を通じて利用できる仕組みのこと。

ＢＰＲ

コスト削減

課題解決

基幹系システム

データ連携

署名のみ市
民

各種
証明書

国民
健康保険

転入届・
転居届

就学
関係手続 児童手当

必要な手続きが

一つの窓口で完了

バックヤードを含めた
窓口ＢＰＲ

デジタルの力を活用

保有データ等を基に
自動入力

新庁舎に導入する機能５
基本方針３
経済性を考慮し
機能的でコンパクトな庁舎

　市民の利便性の向上と、職員にとって快適で効率的な執務環境の実現を目指し、必要な機能

を適切に備えた、コンパクトで機能的な庁舎の整備を進めます。

（１）窓口・相談機能

　窓口業務を担う関係課をできるだけ低層階に集約し、市民の利便性を重視した配置とします。

また、各窓口では、手続きに伴う各種の相談ができるよう、プライバシーに配慮した整備とします。
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● 市民利用の多い窓口をできるだけ低層階のワンフロアに集約します。

● 総合案内や相談窓口へのフロアマネージャーの配置など、来庁者が利用しやすい仕組みを検

討します。

市民利用エリア市民対応エリア執務エリア

カ
ウ
ン
タ
ー

待
合
ス
ペ
ー
ス

入
力
ラ
イ
ン

書
棚

照
合
ラ
イ
ン

フ
リ
ー
ア
ド
レ
ス

個
人
ロ
ッ
カ
ー

集
中
ス
ペ
ー
ス

市民利用エリア市民対応エリア執務エリア

市民の目線を遮る高
さを確保します

十分なスペースを
確保します

職員用出入口
を設置し、
カウンター側
から入れない
ようにします

市民の目線から離れたエリ
アにスペースを確保します

十分なスペースを確
保します

ワンストップ窓口

窓口の考え方

◇窓口業務

◇窓口スペース

● 丁寧な相談対応が求められる窓口には、仕切りのあるテーブルなど、受付内容に応じた整備

とします。

● 手続きの円滑化を図るため、窓口のデジタル化を推進するとともに、窓口案内など受付方法

について検討します。

カウンターのイメージ (左：弘前市、右：阿南市 )

５　新庁舎に導入する機能
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◇相談スペース

● 市民のプライバシーに配慮した相談スペースや個室の相談室を設置します。

● 相談スペースは窓口から近接した位置に設け、効率的に配置します。

相談スペースのイメージ (左：長崎健康相談所、右：早川町 )

相談スペースのイメージ

Ａ相談スペース Ｂ相談スペース Ｃ相談スペース

プレイ
スペース

ベッド

５　新庁舎に導入する機能
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(２) 将来を見据えた執務環境

ア 執務環境

● 相談室や打合せコーナーを適切に配置しながら、見渡しの良いオープンなフロア構成とします。

● 事務所衛生基準規則に基づき、トイレや休養室、リフレッシュスペース等の福利厚生施設を整

備し、来庁者にも職員にも快適で健康的な職場環境の確保を図ります。

◇ユニバーサルレイアウトの採用

　執務室の効率的な運用や職員間のコミュニケーションが図りやすいユニバーサルレイアウ

トとし、運用方法等を整理します。

◇ＡＢＷ（Activity Based Working）導入を想定した働き方

　ＡＢＷとは、業務の内容や目的に応じて働く場所を多様な環境から選べるワークスタイル

です。ＡＢＷの実現に向けて、フリーアドレスやグループアドレスの運用方法等を整理します。

従来のレイアウト ユニバーサルレイアウト項目

原則、課や係ごとに「島」を構成する
課や係を単位とした「島」の構成を原則として、課や係

が混在する場合がある
「島」構成

「島」を構成する机の数や位置により、スペースの無駄が

生じる

規則的な配置と固定化により、スペース利用の効率化が

図れる
スペースの有効利用

課や係内のコミュニケーションが図りやすい
課や係内に加えて、課や係を越えたコミュニケーション

が図りやすい
コミュニケーション

レイアウト図

Ａ課 Ｂ課 Ｃ課

活用しにくい
スペース

活用しにくい
スペース

Ａ課 Ｂ課 Ｃ課

フリーアドレス グループアドレス

執務室全体で個人席を固定しない働き方を採用し、更に

テレワークを導入することで、全員分の座席を確保する

必要がなくなり、省スペース化が可能となる

課単位で個人席を固定しないワークスタイルを採用し、

更にテレワークを導入することで、全員分の座席を設け

る必要がなくなり、省スペース化が図れる

特徴

席が固定されていないことで、他課とのコミュニケーショ

ンが生まれやすくなる

課内のコミュニケーションが取りやすく、課ごとに柔軟

な運用が可能なため、導入のハードルが低い
メリット

職員の座席位置が分かりにくく在席状況の把握が難しい

ため、課内での連携が取りづらい

フリーアドレスに比べて、席が固定されやすい傾向があ

る
デメリット

項目

レイアウト図 まとまりのある
スペースを創出

Ａ課 Ｂ課 Ｃ課

まとまりのある
スペースを創出

Ａ課 Ｂ課 Ｃ課

まとまりのある
スペースを創出

５　新庁舎に導入する機能
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◇相談室・ミーティングスペースの配置

● 用途や運用を明確に分けた上で、相談室とミーティングスペースを効率的に配置します。

● 相談室は、移動式間仕切壁の採用により可変性に配慮します。

● オンラインによる会議等が増加していることを踏まえ、ＷＥＢ打合せコーナーを設置します。

● 執務エリア付近には事業者等との打合せができるスペースを設置します。

Ａ相談室 Ｂ相談室

移動式間仕切壁

Ｃ相談室 会議室

移動式間仕切壁によるレイアウト変更イメージ

市民利用エリア市民対応エリア執務エリア

市民利用エリア市民対応エリア執務エリア

更衣室

職員出入口

職員出入口

ミーティング
スペース

ミーティング
スペース

執務室

共用作業
スペース

誘
導

移
動カウンター

カウンター

打合せ
コーナー

相談室

相談室

相談室

相談室

ＷＥＢ打合せ
コーナー

給湯室

給湯室

市民の目線から離れたエリ
アにスペースを確保

オンラインによる会議が
できる空間

移動式間仕切壁の採用に
より可変性を確保

コピー機、プリンター
等のＯＡ機器を集約
配置

セキュリティに対応した
出入口

移動式間仕切壁の採用
により可変性を確保

OA
機器

共用作業
スペース

執務環境（執務室、更衣室・休憩室・相談室・作業スペース）の考え方

５　新庁舎に導入する機能

23



◇スペースのコンパクト化

● 課を越えた共用作業スペースをコピー機やプリンター等のＯＡ機器と合わせて集約配置します。

● 書庫・倉庫等の業務支援諸室は、集密書架等のスペース効率の良い設備を導入します。

● 文書管理の基準や運用を見直し、保管保存文書量の削減に努めます。

● ＯＡフロア を採用し、ＯＡ機器やその他の通信、情報処理装置を機能的に配置できるよう、

配線スペースを確保します。

書庫・倉庫のイメージ (八代市 ) ＯＡフロアのイメージ (広島市中区 )

ワークスペースのイメージ（西予市）

◇福利厚生スペース

● 適正な労働環境の確保と効率的な業務のため休憩室を設置し、昼食やリフレッシュだけでな

く、ワークスペースとしても活用できるよう整備することにより、限られたスペースの有効

活用や職員同士のコミュニケーションの活性化を図ります。

● 業務上の動線や職員のプライバシーに配慮し、休憩室や更衣室を効率的な配置とします。

更衣室のイメージ（兵庫県）

※ＯＡフロア： 床下に空間を設け、その空間に配線や配管を収納できる二重構造の床のこと。

５　新庁舎に導入する機能
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ＡＢＷスペースのイメージ（伊丹市）執務室のイメージ（青梅市）

◇効率的かつ創造的な働き方

● 個人ロッカーを設け、自席に縛られず効率的かつ創造的な新しい働き方に対応できる環境を

整備します。

● ＡＢＷ は、業務特性やライフスタイルに応じた柔軟な働き方を可能にし、職員のワークラ

イフバランスの充実や災害対応時における業務継続体制の強化など、一定の効果が期待され

ています。新庁舎の供用開始に向けては、現在パイロットオフィスを実施しており、その効

果や影響を検証し、必要な執務席数を設定して面積とコストの最適化を図ります。

５　新庁舎に導入する機能
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　庁舎内では、個人情報や行政情報等の重要な情報を取り扱うため、情報の保護及び防犯等の

セキュリティ機能を適切に確保します。

◇電話交換機（ＰＢＸ）と端末

◇電話端末と働き方

•配線・装置スペースが必要

•通話品質は安定（有線）

•席にいる必要があり、離席時や外出時に個別

端末でしか対応できない

•業務委託のためメンテナンス不要

•通信環境に依存

•席上でなくても通話可能で、外出先で対応で

きる

•組織の変化に柔軟に対応可能

固定電話（ＩＰ電話）

職員

電話交換器

職員

職員

職員

モバイル回線

有線

個別
端末

　ＡＢＷ導入を目指す働き方に向けて、電話設備のあり方について整理します。

クラウド型
電話交換器

職員

職員

外出時でも
内線電話が
出られる

庁内・在宅
どこでも

庁内
固定席

外出先

外出先

在宅

不在時

在宅不在時

電話端末の比較

項目 全員モバイル移行固定電話＋モバイル併用

イニシャル

コスト

低程度 (ＰＣ活用 )

〜高程度（端末一式導入）
中程度（既存＋モバイル端末導入）

ランニング

コスト
中程度（定額通話契約等）高程度（固定回線＋携帯通話料）

設置スペース 最小（配線不要）配線・装置スペース必要

柔軟性（ABW 対応） 非常に高い（フリーアドレス等）中（固定電話席あり）

市民対応のし

やすさ
担当者不在時でも携帯転送可固定席なら電話に出やすい

通話品質・安定性 通信環境に依存（Wi-Fi/4G/5G）安定（有線）

主な課題 電池切れ、私用端末との分離管理費用増大、柔軟性欠如

無線
通信

無線通信・
チャット

メール

５　新庁舎に導入する機能
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◇情報発信・交流機能

　情報発信・交流機能では市民の利用しやすさや、行政サービスの可視化・共用化を推進します。

また、災害対応時には迅速かつ確実な情報伝達手段として機能する庁舎とします。

デジタルサイネージのイメージ（左：佐賀市、右：霧島市）

　1 階のアクセスの良い場所に、移動式間仕切壁により市民や行政が様々な用途で活用できるス

ペースを整備します。

行政対応

上記以外

確定申告、期日前投票、

罹災証明のスペース等

様々な活動が可能なスペース

多用途活用スペースのイメージ（左：北本市、右：伊丹市）

平常時 災害対応時

•庁舎内デジタルサイネージによるイベント・行政
情報の発信を行います。

◆ デジタルメディアの活用

•エントランス空間に情報発信コーナーを整備します。
•市民活動の紹介・地域情報の掲示など、多様な情
報を発信するゾーンを計画します。

◆ オープンな場としての整備

•市民意見を取り入れた行政の「見える化」

◆ 市民参画の促進

•非常用電源による Wi-Fi、放送設備、モバイル充
電機能の継続運用を目指します。

◆ 多重情報伝達手段の確保

•行政、防災、消防、医療等の関係機関との連携が
スムーズに行える計画とします。

•支援拠点として、住民への安心感を与える機能を
整備します。

◆ 庁舎を「情報ハブ」とする体制整備

(３) 多用途活用スペース

５　新庁舎に導入する機能
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議場のイメージ（左：袖ケ浦市、右：新発田市）

● 什器は移動式を基本に検討します。

● 議会閉会中の会議用諸室は、他用途での利用を可能とします。

◇様々な利用に適応可能な可変性

傍聴席

議会期間中

移動式の什器を傍聴席下へ収納する例（新潟県新発田市）

議会閉会中等

傍聴席

傍聴席議員側職員側

議員側

議員発言

議員発言

職員側職員側

議長席

議場運用イメージ

(４) 議会機能

　議会機能については、市の議決機関としての独立性を考慮するとともに、効率的な議会運営に

対応できるよう整備します。

　また、セキュリティを確保するため、同一フロアに機能を集約し、新庁舎の上層階へ配置します。

収納可能

可動什器

レイアウト
変更

５　新庁舎に導入する機能
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◇議会関連諸室

　議会関連諸室は、議会図書室や面談スペースなど、必要な規模や機能を検討し、各諸室は、

防音対策、プライバシーの確保等に配慮した設備とします。議員控室は、将来の議員数にも対

応できるよう整備します。

◇議場

● 議場の配置形式については、多角的に検討し、将来の議席数にも対応できる設備とします。

● 本会議のモニター中継や情報発信環境の整備について検討します。

● 床形状はバリアフリーに配慮し、傍聴席の設備等について検討します。

従来形式 対面形式

神奈川県川崎市 福井県大野市

傍聴席

パターン

事例

議員側

傍聴席

•議長席を中心に、放射状に議員席が展開
•ステージ状に視線が集中

特徴

•音響伝達がスムーズで、発言者から傍聴席

へ意見が伝えやすい

•プレゼンテーションや演説に向いている

•議長席を先端としたコの字配置

•対話・熟議型に最適で討議がしやすい

•議員の様子や質疑応答のやりとりが把握し

やすい

議場形状の特徴（例）

議員側

議員発言

議員発言 議員発言

議員発言

職員側職員側

議長席

職員側

議長席

５　新庁舎に導入する機能
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議場の活用の先行事例（左：ニセコ町、右：沼田市）

◇議場の活用

　議会閉会中における議場の空間を有効に活用するため、使用方法について検討します。

５　新庁舎に導入する機能
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電子錠による区画

マスターキー等による区画

マスターキー等による区画

窓口：カウンター等による区画
相談室等：マスターキー等による区画

シャッター等による区画

セキュリティレベルの設定例

◇情報管理と防犯を考慮した施設整備

● 来庁者等との対応は、窓口カウンターや打合せコーナー等で行うことを基本とします。

● 必要な箇所への防犯カメラ等の設置を進めます。

◇セキュリティ対策の強化

● 庁舎内のセキュリティは、重要度に応じた段階的なセキュリティレベルを設定して、市民が

利用する共用エリアと執務エリアを区分し、適切なセキュリティ対策を講じます。

● 書庫や出力機器類（プリンター、コピー機等）は、個人情報の保護のため、職員以外の目に

触れにくいよう、職員専用エリア内に配置します。

重要諸室エリア

サーバー室/重要情報管理室

市長室/副市長室/議会諸室等

執務エリア　執務室/書庫/倉庫/更衣室等

来庁者・職員エリア　窓口/相談室/会議室/打合せスペース

共用エリア　待合・廊下等

開放エリア　広場/駐車場

市民利用・時間外開庁エリア
エントランスホール/多用途活用スペース

時間外開庁時に設ける
セキュリティライン

◇守衛室の考え方

　守衛室は、エントランス又は夜間受付付近に配置し、緊急時に迅速な対応が可能な位置に設

置します。

　また、警備員の配置は現庁舎と同様に、平日の時間外及び休日とします。

　庁舎内では、個人情報や行政情報等の重要な情報を取り扱うため、情報の保護や防犯等のセキュ

リティ機能を適切に確保します。

(５) 防犯・セキュリティ機能

職員のみ利用可能来庁者が利用可能

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル

高

低

５　新庁舎に導入する機能
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◇現在の本庁舎の面積

区分解説

執務室

現庁舎面積（㎡）各室面積（㎡）

2,032

市長室等 148

54

36

市長室

市長応接室

25副市長室

9前室

24

240

130

80

165

客室

執務スペース、窓口スペース

福利厚生 500

会議室（災害対応） 615

大会議室

小会議室

特別会議室

多用途活用スペース

364書庫

82

213

34

55

70

70

倉庫

会議室（その他） 308

書庫・倉庫 446

議会関連 442

議場

議会事務局

委員会室

議長室・議長応接室

議員控室

食堂 140

機械室 220

共用部 1,625廊下、エレベーター、階段等

車庫 919

合計 7,395

（１）規模の算定

新庁舎の規模とコストの検討６

　新庁舎の規模は、社会情勢や市民ニーズの変化による行政組織等の見直しにも対応できるよ

う配慮するとともに、 機能的で効率的・効果的な庁舎を目指します。また、新庁舎の規模は事

業費に大きく影響することから、適切な面積算定を行う必要があります。

　基本構想では、将来人口等を踏まえ、国土交通省新営一般庁舎面積算定基準、総務省起債対

象事業算定基準、現庁舎からの必要面積による試算を行いました。

　基本計画の策定に当たり、計画面積を精査するため、現在の本庁舎及び健康センターを用途

に分けて面積算定を行います。

現在の本庁舎面積
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◇健康センターの規模と使用状況

健康センターの主な事業

乳幼児健康診査

離乳食教室

発達相談

栄養指導室

育児相談

健康相談

胃•大腸•結核

胃•大腸

妊婦相談

ボランティア活動

レディース検診

利用頻度
備考

6 回 / 月 10:00-17:00 30 組

30 組

25 人

30 組

1〜4 人

10〜30 人

20〜60 人

90 人

500 人

使用時間回 / 週•月•年 数

うち４回は会議室、集団指導室も使用

バス台数 9 台

バス台数 3 台

バス台数 3 台

バス台数 4 台

集団指導室、会議室を使用

随時相談もあり

1 人 1 時間程度

1 回 / 月

4 回 / 月

1 回 / 月

1 回 / 週

6 回 / 月

25 回 / 月

数回 / 月

1 回 / 年 7:30-12:00

8:30-12:00

随時

1 回 / 年 7:30-17:00

150 人1 回 / 年 7:30-12:00

子宮・乳 120 人1 回 / 年 7:30-12:00

休日凡例：

現在の健康センター面積

合計面積（㎡）各室面積（㎡）

健康センター 1,084

272

535

277

区分解説

執務スペース

健康診断・栄養指導等

共用部

　現在の面積や主な事業について、将来的な利用者数を想定し、新庁舎機能との効率化を図

ります。

　新庁舎では動線や衛生管理上の観点から、敷地内に健康診断部門を別棟で整備します。

◇規模算定の流れ

　計画面積の検討に当たり、市民窓口や地域活動、民間利用、グループアドレス試行など将

来の執務環境調査、職員研修・ワークショップを実施しました。

　執務環境調査、職員研修・ワークショップの結果を基に、効率的・効果的な方策から、庁

舎内の各エリアに必要な面積の検討を行うとともに、働き方の変化を踏まえた新庁舎の計画

面積を検討を行い、最終的に新庁舎として整備する面積を算定します。

６　新庁舎の規模とコストの検討
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◇計画面積の算定

　庁舎整備にあたり、執務室・会議室等の執務面積は現庁舎規模を維持した上で、福利厚生

の集中配置やワンフロア型採用により廊下等共用部の効率化により規模の適正化を検討し、

計画面積を算定します。

　また、利用状況や業務の効率性、動線交差等に配慮して、健康センターの健診部門、車庫、

書庫・倉庫は別棟で計画します。

職員アンケート・ワークショップ

計画面積の算定

新庁舎として整備する面積の決定

執務環境調査

面積の最適化の該当箇所凡例：

◇新庁舎として整備する面積

　以上の検討の結果、新庁舎の整備に向けて、ＤＸの取組みや働き方改革をより一層推進する

ことを前提とし、新庁舎として整備する面積を以下のとおりとします。

新庁舎として整備する面積

今後の方向性

上記の面積は設計を行う上での目安であり、詳細については建物形状

や建物内レイアウト、ＤＸの取組み等を踏まえ設計を進める中で決定

していく。

約７,１００㎡

区分解説

執務室

現在の面積（㎡）

2,304

計画面積（㎡） 備考

別棟

別棟

ワンフロア型採用による
効率化

効率的な配置

2,300健康センター執務を含む

市長室、副市長室等

ＷＣ、給湯室、ロッカー等

市長室等 148 150

福利厚生 500 450

会議室（災害対応） 615 620大会議室、小会議室、特別会議室、多用途活用スペース等

会議室（その他） 308 310打合せスペース等

議場、議会事務局、議員控室等

書庫・倉庫 446 440

議会関連 442 440

健康センター 535 540健康診断・栄養指導等の健診部分

食堂 140 140

機械室 220 160

共用部 1,625 930廊下、エレベーター、階段等

車庫 919 600

合計 8,202

別棟

公用車の適正化 /
効率的な配置

集中配置による効率化

7,080

小計 6,302 5,500

計画面積の算定

６　新庁舎の規模とコストの検討
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執務室

多用途活用エリア

共
用

部

バックヤード

　平面構成は、業務の効率性や新庁舎での働き方、市民の利便性等を考慮し、次のとおり整理

します。

(２) 平面構成

新庁舎の配置ゾーニング

● 業務の効率性やＡＢＷ等の新しい働き方を導入することを踏まえて、執務室はワンフロア型

を基本として配置することとします。

● 会議室等の多用途に活用するエリアと執務室をゾーニングによって区画し、市民開放エリア

の運営・管理に区分します。

● 福利厚生スペースは集中して配置することによりスペースを有効に活用します。

● 階段、エレベーター等の共用部は、市民の利便性に配慮して適切に配置します。

◇基本的な考え方

　次のような案を基本に、基本設計において平面構成を決定します。詳細については建物形状

や建物内レイアウト、ＤＸの取組み等を踏まえ設計を進める中で決定します。

◇計画方針

庁舎
車
庫
棟

健診棟

駐車スペース

庁舎の平面構成 (１階）

６　新庁舎の規模とコストの検討
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3F

・議場、議会関連諸室

・会議室

・機械室

2F

・市長室、副市長室等

・執務室

・会議室

1F

・ホール

・市民窓口（福祉市民部・こども課・税務課）

・多用途活用スペース

● １階には、市民利用の多い部署を配置するとともに、２階には、部署間の連携等を踏まえて、

職員の業務効率や災害対応時を想定した部署を配置とします。

● 議会機能は、議会の独立性を考慮し３階へ配置します。

◇基本的な考え方

　次の階構成案を基本に、配置計画における平面形状等も勘案しつつ、基本設計において階構

成を決定します。詳細については、建物形状や建物内レイアウト、ＤＸの取組み等を踏まえ基

本設計及び実施設計の中で決定していきます。

◇計画方針

新庁舎の階構成案

　階構成は、市民の利便性や業務の効率性、災害対応時等を考慮し、各階の機能の配置について、

次のとおり整理します。

(３) 階構成

　柱、梁、床等の構造体については、高い耐久性を確保するとともに、屋上の防水や外壁等は

修繕が容易に行える工法とします。

　また、内装材、外装材及び防水材については、耐久性の高い材料や修繕・更新が容易な一般

普及品を積極的に採用します。

(４) 建築物の長寿命化

６　新庁舎の規模とコストの検討
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　官公庁等の建築物は、２０２５年よりＢＥＩ 値０ .８未満（エネルギー消費量を２割削減）

が義務付けられています。

　一方で、ＢＥＩ値０ .５とすることで、一次エネルギー消費量をこれまでの標準的な建物の約

半分に抑えることが可能となります。これらは標準的なＺＥＢと位置付けられますが、更に断

熱性能を強化した「断熱強化型ＺＥＢ 」 とすることで、ランニングコストの低減が期待でき、

ＬＣＣ（ライフサイクルコスト） の観点からも高い効果が見込まれます。エネルギー消費量の低

減は、設計段階において詳細な検討を行うことで、定量的なデータとして可視化することがで

きます。

　また、太陽光発電システムを併用することで自家消費率が向上し、光熱費の更なる削減が可

能となります。初期コストについては、屋根・壁・床等の断熱性能の強化や開口部の性能向上

により約４％の増加が見込まれますが、空調機のダウンサイジングによりコストの抑制も期待

できます。

　さらに、公共施設におけるエネルギー消費の大半は空調設備によるものであり、空調需要の

ピークと太陽光発電による発電量のピークが一致しやすいことから、自家消費率を高く維持で

きる傾向にあります。そのため、太陽光発電の導入と高断熱化の組合せにより、ランニングコ

ストを削減することが、今後の庁舎設計において重要な要素となります。

※断熱強化型 ZEB：日本国内で利用可能な汎用技術を活用し、標準的な ZEB よりも高い省エネルギー性能を実現する

仕様のこと。

※LCC（ライフサイクルコスト）： 製品や建物の企画・設計から製造・建設、運用・維持管理、そして解体・廃棄に至

るまでのライフサイクル全体で発生する費用の総額のこと。

※BEI：Building Energy Index の略で、建築物の省エネルギー性能を表す指標。基準となる建築物の一次エネルギー

消費量に対する、実際の設計建築物の一次エネルギー消費量の割合を指す。

(５) エネルギー消費量の低減

従来の建物で
必要なエネルギー

へ
ら
す

へ
ら
す

へ
ら
す

へ
ら
す

つ
く
る

５０％以下
６０％以下

１００％

断熱強化型 断熱強化型
＋

太陽光発電
標準的なＺＥＢ

断熱強化型ＺＥＢのイメージ

６　新庁舎の規模とコストの検討
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　以下に示すシミュレーションは、ある公共施設をモデルとしたものであり、同様の効果が他

の施設にも見込まれると考えられます。

　なお、ＺＥＢを実現するための建築的な工夫として、例えば以下の対応が必要となります。

　● 開口部面積を建物外壁の３０％以下に設定すること

　● 東西面の開口部を減らしつつ、日射遮蔽対策を講じること

　● 南面は庇やバルコニーを設けること

　● 空調機の設置場所からの配管を短く計画すること

　● 高気密性能を確保すること

　これらの条件をあらかじめ設計に組み込むことで、ＺＥＢの実現がより確実なものとなります。

ＺＥＢ庁舎（オフィス）のイメージ

ＬＣＣの比較

3,000

2,500

2,000

1,500

500

1,000

1
年
目

5
年
目

10
年
目

15
年
目

20
年
目

25
年
目

30
年
目

35
年
目

40
年
目

45
年
目

50
年
目

Ｌ
Ｃ
Ｃ（

千
円
）

断熱強化型 ZEB 標準型 ZEB 非 ZEB

６　新庁舎の規模とコストの検討
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　改修や利用変更に柔軟に対応するため、費用対効果を見極めながら、移動式間仕切壁の採用

や床荷重・階高の余裕度設定を検討します。

(６) 柔軟性と可変性の確保

◇保全更新時の作業性への配慮

● 配管、配線、ダクトスペースは、点検や保守等が容易に行えるよう配慮して整備します。

● 窓、外壁、設備機器等の清掃、点検や保守に必要な設備機器を設置を検討します。

● 冷暖房、給排水、電気設備等のゾーニングや系統分けの細分化等により、執務形態の変更

への対応や機器更新時の作業性を考慮します。

● 機器搬入路の確保等により、設備機器等の更新が経済的かつ効率的に行える配置とします。

機械室のイメージ（北見市）

６　新庁舎の規模とコストの検討
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(１) 配置計画

７ 『となみ』の魅力を育む新庁舎整備

ア 計画地の概要

所在地 砺波市高道４４ー２ほか

敷地状況 県有地

面積 約２７,０００㎡

用途地域等 指定なし

容積率/建蔽率 ２００％ / ６０％

高さ制限等 道路・隣地斜線制限

前面道路幅（歩＋車） 北側：６.０+６.０ｍ 西側：２.５+３.５ｍ 東側：４.５+８.２５ｍ

浸水深さ(平均) ４７ｃｍ

浸水継続時間 １２時間未満

地震想定震度 震度６強

土砂災害想定 なし

災害リスク

イ 敷地の特性

　計画地の北側フラワーロードは

チューリップ公園エリアへと続い

ており、西側及び南側は住宅地と

隣接しています。また、敷地南側

には国道３５９号が近接していま

す。

◇現状

　計画地の地盤高さは、南北方向

に勾配があり、Ａ点とＢ点の標高

を比較すると⒈２ｍ程度高低差が

あります。

◇地盤レベル

計画地の航空写真

フラワーロード

Ｂ：標高５３.０ｍ

出典：©2025 Google

Ａ：標高５４.２ｍ

国道３５９号 高道（東）
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•新庁舎は、省エネルギーに配慮し東西軸を基本として配置

•駐車場は、来庁者、公用車及び職員用を適正に配置

•庁舎周辺に広場スペースと緑地スペースの確保

•歩車分離による動線の確保

•扇状地の地形を生かし、浸水対策としての嵩上げと調整池機能をもつ広場による

起伏のあるランドスケープを検討

エ 庁舎の配置とゾーニング

　新庁舎の配置計画において、以下の基本的事項を基に、「庁舎の配置」、「駐車場の配置」、「動

線計画」の３つの基本的な機能を考慮し、更に経済性等の重要な要素を加味して配置を検討

した結果、北側に配置する案（下図案）を基本方針として設計を進めます。

ウ 既存植栽の活用方針

　既存の豊かな植栽は、樹木や植物を移植するなど、施設の一部に活用します。地域の植生

や生態系を考慮しながら、庁舎の機能にふさわしい植栽のあり方を検討します。また、来庁

者が自然と触れ合えるスペースや伐採した樹木の活用を検討します。

配置計画の基本的事項

● 国道３５９号からのアクセス性は

比較的良好

● 隣接する住宅と十分な距離を確保

● 駐車場をまとめて確保可能

● 雨天時や積雪時に入館しやすいよう

にアーケードや消雪装置を配置

庁舎の配置

駐車場の配置

● 歩行者は車両動線と交差することな

く新庁舎にアプローチ可能

動線計画

● 埋設文化財包蔵地外の建築であり、

調査が不要であるとともに事業費の

圧縮が可能

迅速性・経済性

● 乳幼児の健診だけでなく、その他の

活用も可能

健診棟の活用

$%&'()*+*,,,-./0
1

2 3 4 5 6 7 8 9 :$%&-;0 <,<=+>+*?)@ABC@

庁舎

公用車
駐車場

駐車場

広場

健診棟

車
庫
棟

新庁舎の配置図

フラワーロード

Ｂ：標高５３.０ｍ

国道３５９号

近隣施設
との連携

車両出入口

高道（東）

Ａ：標高５４.２ｍ

７　『となみ』の魅力を育む新庁舎整備
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オ 敷地の活用とエリアマネジメント

　庁舎北側のフラワーロードを活用し、チューリップ公園エリアの公共施設群と主要道路と

の連結により、中心東西軸のウォーカブルなフラワーロードを介して公共施設の集中エリア

を形成します。

新庁舎整備場所新庁舎整備場所

中村グラウンド

フラワーロード

シルバーワークプラザ

高道体育館

高道グラウンド

砺波市立砺波図書館

国
道
１
５
６
号

国
道
１
５
６
号

国道３５９号国道３５９号

チューリップ公園エリア

砺波チューリップ公園

砺波市美術館

砺波市社会福祉会館

チューリップ四季彩館

砺波市文化会館となみ野の郷

砺波市観光協会

◇周辺施設との一体的な利用

● 建物や外構の工夫により隣接するチューリップ公園エリアと空間的な連続性を持たせるな

ど、日常的に一体的な利用が期待できる環境を整備します。

キッチンカーのイメージ（志木市）庁舎前の芝生広場（山元町）

７　『となみ』の魅力を育む新庁舎整備
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(２) 庁舎の活用

　各公共施設を個別に管理するのではなく、チューリップ公園エリア全体での連携を見据え、庁

舎の休日・夜間利用や市民向けの機能的な活用を基本計画段階から検討し、公共施設の効率的な

運用を図ります。

　庁舎が使われていない夜間や休日に、多様な利用を想定し、公共施設としての効率的な空間

活用を図ります。

◇時間帯別の庁舎活用の考え方

　市民活用スペースを専用区画として設えるのではなく、庁舎機能の一部を時間帯によって活

用することを検討します。

◇機能別の庁舎活用の考え方

貸し出しスペースのイメージ（上田市）

庁舎機能：多用途活用スペース（確定申告等）
市民利用：市民ギャラリー、情報発信等

庁舎機能：議場
市民利用：多様な活用等（検討）

時間外開庁時に設ける
セキュリティライン

庁舎機能：会議室等
市民利用：会議利用、野外授業等

会議室のイメージ（長崎市） 可変性のある空間イメージ（常滑市）

議場
会議室等

執務室

執務室

機械室バックヤード

執務室

執務室

バックヤード

執務室

多用途活用スペース

バックヤード

１階

２階

３階

７　『となみ』の魅力を育む新庁舎整備
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(３) 環境への取組みモデル

　新庁舎の整備にあたり、砺波市における環境への取組みモデルとして、以下の項目の実施内容

について検討します。

　建物内装材等に県産材を採用するなど、来庁者が温もりや安らぎを感じられる快適な空間づ

くりを行います。

◇木材の積極利用

● 太陽光発電等の再生可能エネルギーを活用し、ＥＶ車両充電システムの構築を検討します。

● 電力供給ピーク時にＥＶ車両からの電力供給により、電力需給のバランスを取るなど、ＥＶ

車両の蓄電池機能の活用や、公共施設の電力網連携の構築を検討します。

◇ＥＶ車によるエネルギーの効率化

７　『となみ』の魅力を育む新庁舎整備
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新庁舎整備の事業手法及び事業費

(１)事業手法

８

　本事業の事業手法については、事業スケジュールの早期推進を最優先とするため、ＰＦＩ方式

以外である以下の３方式から、コスト縮減、民間ノウハウの発揮、品質確保、工期短縮、社会変

化への対応の観点で更なる比較検証を行いました。

分離発注方式（従来方式）

設計・施工の流れ

コスト縮減

•他の方式と比べ施工者の技

術力を活用したコスト縮減

項目が限定される

•他方式と比べ工事請負契約

やコストの確定が遅い

△

ＤＢ（設計施工一括発注）方式

基本設計 実施設計

工事

設計事務所

施工会社 施工会社

基本設計 実施設計 工事

•施工者の技術力活用による

コスト縮減の可能性がある

が、仕様変更提案が増える

可能性がある

•分離発注方式と比べ設計施

工契約締結が早く、早期に

コストを確定できる

○

工期短縮

△ ◎

民間ノウハウの

発揮、

品質確保

•設計内容に施工者技術の反

映が難しい

•施工上の課題は、施工者決

定後に検討する

○

•構造計画等に施工者技術の

反映が可能

•工事のしやすさ等、施工上

の課題の早期解決が可能

◎

•設計段階に工事準備や鉄骨、

免震装置等を先行発注でき

ないため、工期短縮の可能

性が低い

•発注が２回（設計、施工）

•他方式と比べ工事請負契約

の締結が遅く、全体スケ

ジュールの確定も遅い

•設計段階から工事準備や免

震装置等を先行発注でき、

工期短縮の可能性あり

•分離発注方式と比べ設計施

工契約の締結が早く、早期

に全体スケジュールを確定

できる

社会的変化への

対応

◎ ○

• 市民の利便性と行政サービ
スの効率化を両立する窓口
改革や、持続可能な行政サー
ビスを実現するためのＤＸ
推進による自治の執務改革
など、砺波市に合った変革
への取組みを基本設計で反
映することが可能

• 変革の提案を求めることに
より、幅広い考え方の提示
の可能性がある
• 砺波市の状況をどこまで汲
み取れるのか不明

基本設計先行型ＤＢ方式

•施工者の技術力活用による

コスト縮減の可能性がある

•分離発注方式と比べ設計施

工契約締結が早く、早期に

コストを確定できる

◎

◎

•構造計画等に施工者技術の

反映が可能

•工事のしやすさ等、施工上

の課題の早期解決が可能

◎

基本設計

実施設計 工事

設計事務所

施工会社

•設計段階から工事準備や免

震装置等を先行発注でき、

工期短縮の可能性あり

•分離発注方式と比べ設計施

工契約の締結が早く、早期

に全体スケジュールを確定

できる

◎

• 市民の利便性と行政サービ
スの効率化を両立する窓口
改革や、持続可能な行政サー
ビスを実現するためのＤＸ
推進による自治の執務改革
など、砺波市に合った変革
への取組みを基本設計で反
映することが可能

　本事業においては、施工者の技術提案によるコスト縮減、資材の先行発注等による工期短縮が

期待でき、早期からのコストやスケジュール管理に優位性があるＤＢ方式を選定します。

　また、基本設計の先行により、市の意向を明確に反映することが可能であり、かつ、概算工事

費の精査ができるため、基本設計先行型ＤＢ方式により進めることとします。
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(２) 事業スケジュールの概要

(３)概算事業費及び財源計画

　庁舎整備にあたっては、必要な設備機能等の機能性や効率性を確保することを念頭に、全体

事業費の縮減のため、建設工事費の抑制やコスト管理を徹底し、財政負担の軽減に努めます。

◇概算事業費

◇財源計画

区分

建設工事費

金額（億円） 説明

敷地購入費

区分

積立金（庁舎整備基金ほか）

地方債

金額（億円） 説明

一般財源等

その他

合計

什器・備品費、移転費

設計・監理費

合計

※コンストラクション・マネジメント：建設プロジェクト全体の管理・運営を行う業務のこと。

　新庁舎の整備に係る概算事業費に対する財源については、以下の内容を想定します。

　なお、現段階における活用可能な財源を検討したものであり、今後も活用可能で有利な起

債や補助金等を模索し、積極的な財政負担の軽減を図ります。

７６.０

３.３

６.０

１.５

８６.８

５４.９

１.０

６.０

２４.９

８６.８

本体工事費 、既存施設解体費

デスク・椅子等、移転費用一式

地盤調査、基本設計、コンストラクションマネジメント委託

解体費相当分

※建築工事費デフレーターより、今後２年の上昇率を加算したもの

期間
（年度）

基本設計

先行型

ＤＢ

Ｒ７
２０２５

Ｒ８
２０２６

Ｒ９
２０２７

Ｒ１０
２０２８

Ｒ１１
２０２９

Ｒ１２
２０３０

Ｒ１３
２０３１

　事業手法の選定により、基本設計先行型ＤＢ方式によって整備する場合のスケジュールにつ

いて、以下に示します。

基本設計基本設計

実施設計実施設計

基本
計画
基本
計画

事業者
選定

事業者
選定

事業者
選定

事業者
選定

◇供用開始◇供用開始

解体工事解体工事
外構
工事
外構
工事

建設工事建設工事

コンストラクション・マネジメントコンストラクション・マネジメント

８　新庁舎整備の事業手法及び事業費
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今後の進め方

(１)今後の進め方

９

　窓口や健康センターの業務についてはフロントヤード改革 の進捗に合わせ、基本設計時に詳

細な検討を行います。また、窓口以外の部署においてもＤＸの推進による執務環境の改善へ柔軟

に対応します。

　社会福祉協議会施設については、行政との連携と活動の柔軟性を維持するため、将来的に新庁

舎周辺へ移転する方針とし、個別に計画を進めます。

※フロントヤード改革： 自治体における住民と行政の接点（フロントヤード）を、デジタル技術を活用してより便利

で効率的にする取り組みのこと。

　今後の基本設計にあたっては、設計の品質確保や進捗管理、コスト管理を確実かつ効率的に行

うため、 「コンストラクション・マネジメント」を業務委託し、新庁舎整備事業における費用対

効果の最大化を図っていきます。

　また、組織機構や事務事業の見直し、人材育成など、機能的で効率的な組織体制の整備に向け

た取組みにも注力するとともに、設計、施工業者等の公募・選定結果や設計の内容など、各事業

段階において新庁舎整備事業の進捗状況を市民に適切に情報開示することで、市民にとってわか

りやすく、より良い庁舎づくりに繋がるよう努めていきます。
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